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会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入割合 支出割合
一般会計 253億 338万 6千円 213億 9,288万 7千円 204億 4,725万 2千円 84.5％ 80.8％
特別会計 112億 417万 4千円 104億 9,905万 3千円 101億 2,375万 1千円 93.7％ 90.4％
国民健康保険（事業勘定） 54億 2,011万 3千円 47億 6,441万 8千円 49億 8,616万 円 87.9％ 92.0％
公園墓地事業 1,325万 7千円 1,059万 円 386万 3千円 79.9％ 29.1％
介護保険（保険事業勘定） 49億 767万 8千円 48億 9,032万 4千円 43億 2,204万 4千円 99.6％ 88.1％
後期高齢者医療 8億 6,242万 6千円 8億 3,293万 1千円 8億 1,162万 1千円 96.6％ 94.1％
那珂地方公平委員会 70万 円 79万 円 6万 3千円 112.9％ 9.0％

合計 365億 756万 円 318億 9,194万 円 305億 7,100万 3千円 87.4％ 83.7％

令和
５年度
下半期

令
和
５
年
10
月
１
日
～

令
和
６
年
３
月
31
日

　
一
般
会
計
は
、
福
祉
や

教
育
、
土
木
な
ど
に
係
る

市
の
基
本
的
な
経
費
を
計

上
し
て
い
ま
す
。

　
歳
入
で
は
、
県
支
出
金

の
交
付
や
市
債
の
借
入
れ

が
事
務
手
続
き
の
都
合
で

４
月
以
降
に
な
る
た
め
、

収
入
割
合
が
低
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　
歳
出
で
は
、
出
納
整
理

期
間
※
に
支
払
わ
れ
る
予

定
の
ほ
か
、
翌
年
度
に
繰

り
越
し
て
行
う
事
業
が
あ

る
た
め
、
支
出
割
合
が
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。

※�

出
納
整
理
期
間
と
は
、
会

計
年
度
末（
３
月
31
日
）ま

で
に
確
定
し
た
債
権
・
債

務
を
完
了
さ
せ
、
現
金
の

未
収
・
未
払
い
を
処
理
す

る
た
め
の
期
間
で
す
。
翌

年
度
の
４
月
１
日
か
ら
５

月
31
日
ま
で
に
設
け
ら
れ

て
い
る
た
め
、
最
終
的
な

決
算
額
は
５
月
末
日
に
確

定
し
ま
す
。

▪
一
般
会
計

◦歳入歳出予算執行状況

那
珂
市
の
財
政
事
情

問
財
政
課
財
政
Ｇ　
☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

　
特
別
会
計
は
、
特
定

の
事
業
に
つ
い
て
、特
定

の
歳
入
歳
出
に
よ
り
収

支
経
理
を
行
う
た
め
、

一
般
会
計
と
は
別
に
設

け
て
い
る
会
計
で
す
。

　

公
園
墓
地
事
業
で

は
、一
般
会
計
へ
の
繰

出
し
が
事
務
手
続
き
の

都
合
で
４
月
以
降
に
な

る
こ
と
か
ら
、
那
珂
地

方
公
平
委
員
会
で
は
、

職
員
か
ら
不
利
益
処
分

に
つ
い
て
の
審
査
請
求

が
な
く
、
調
査
・
裁
決

な
ど
の
手
続
き
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

支
出
割
合
が
低
く
な
っ

て
い
ま
す
。

▪
特
別
会
計

予算現額
支出済額

歳
出

19億 5,628万 2千円
32億 2,660万 5千円土木費

11億 1,118万 5千円
9億 7,878万 7千円消防費

24億 1,674万 2千円
20億 265万 7千円教育費

20億 7,915万 1千円
19億 8,920万 円

公債費

1億 5,168万 1千円
6,441万 6千円その他※

3億 650万 1千円
2億 5,791万 4千円商工費

9億 274万 9千円
7億 5,808万 6千円

農林水
産業費

19億 4,152万 1千円
16億 3,556万 6千円衛生費

36億 8,395万 円
25億 3,467万 5千円総務費

2億 407万 9千円
1億 9,722万 4千円議会費

92億 7,922万 2千円
80億 7,244万 5千円民生費

※�災害復旧費、諸支出金、
予備費予算現額

収入済額

※�利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業
税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、ゴルフ場利用税交付
金、財産収入、交通安全対策特別交付金、寄付金、自動車取得税交付金

市税

地方譲与税

地方消費税
交付金

地方交付税

分担金および
負担金

使用料および
手数料

国庫支出金

県支出金

その他※

繰入金

繰越金

市債

諸収入

歳
入

2億 7,680万 1千円
2億 8,219万 7千円

12億 2,858万 4千円
12億 3,896万 2千円

1億 7,987万 3千円
1億 5,138万 2千円
1億 5,018万 9千円
1億 4,667万 3千円

4億 339万 4千円
4億 2,709万 5千円

1億 365万 円
9,430万 6千円

14億 3,150万 7千円
14億 3,150万 8千円

21億 2,399万 6千円
2億 4,629万 6千円

73億 2,461万 3千円
73億 997万 円

46億 2,919万 8千円
48億 3,220万 6千円

51億 4,723万 6千円
42億 1,251万 1千円

18億 3,169万 6千円
5億 9,736万 6千円

4億 2,241万 5千円
4億 7,264万 9千円
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市
の
水
道
事
業
お
よ
び
下
水

道
事
業
は
、
公
営
企
業
会
計
を

適
用
し
、
独
立
採
算
制
で
運
営

し
て
い
ま
す
。

　
収
益
的
収
支
は
、
経
常
的
な

業
務
の
収
支
を
示
す
も
の
で
、

主
な
収
入
は
水
道
料
金
や
下
水

道
使
用
料
な
ど
で
す
。
支
出
は

施
設
管
理
費
や
人
件
費
、減
価

償
却
費
な
ど
で
す
。

　

資
本
的
収
支
は
、投
資
的

な
業
務
の
収
支
を
示
す
も
の

で
、主
な
収
入
は
企
業
債
や

補
助
金
な
ど
で
す
。支
出
は

建
設
改
良
費
や
企
業
債
償
還

金
な
ど
で
す
。収
支
状
況
は
、

赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
、

内
部
留
保
資
金
な
ど
で
補
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

▪
水
道
事
業
会
計
・
下
水
道
事
業
会
計

区分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的
収支

収入 12億 4,274万 3千円 12億 6,354万 2千円 101.7%
支出 11億 9,277万 1千円 11億 2,923万 8千円 94.7%

資本的
収支

収入 6億 441万 3千円 4億 7,737万 9千円 79.0%
支出 9億 4,457万 3千円 7億 7,859万 6千円 82.4%

◦水道事業会計

区分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的
収支

収入 17億 2,537万 円 17億 4,023万 9千円 100.9%
支出 16億 8,659万 7千円 16億 2,536万 4千円 96.4%

資本的
収支

収入 11億 2,741万 2千円 10億 8,810万 7千円 96.5%
支出 17億 8,017万 9千円 17億 2,079万 7千円 96.7%

◦下水道事業会計

　
一
時
借
入
金
は
、
会
計
年
度

中
に
収
支
の
不
均
衡
を
生
じ
歳

計
現
金
が
不
足
し
た
場
合
に
、

そ
の
資
金
の
不
足
を
補
う
た
め

に
一
時
的
に
借
り
入
れ
る
も
の

で
、
当
該
年
度
の
歳
入
で
返
済

し
ま
す
。

　
な
お
、
今
期
の
一
時
借
り
入

れ
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

▪
一
時
借
入
金

▪
市
有
財
産
現
在
高

区分 令和６年
3月 31日現在

増減
（令和５年９月末比）

有価証券 1,258万 1千円 0円
出資による権利 7,791万 9千円 0円
債権 706万 1千円 △ 1,061万 8千円
基金 81億 6,854万 1千円 △ 1億 4,972万 4千円
※企業会計分は含まない。

▪
市
税
負
担
の
状
況

　
市
の
財
政
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
直

接
・
間
接
の
負
担
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い

ま
す
。
な
か
で
も
、
市
税
は
、
財
政
運

営
上
極
め
て
重
要
な
歳
入
で
あ
り
、
常

に
適
正
公
平
な
賦
課
徴
収
に
努
め
て
い

ま
す
。

税目 収入済額 1世帯当たりの負担額 1人当たりの負担額

市民税 30億 2,687万 8千円 12万 8,383 円 5万 6,738 円
固定資産税 34億 1,315万 1千円 14万 4,766 円 6万 3,979 円
軽自動車税 2億 525万 8千円 8,706 円 3,848 円
市たばこ税 3億 8,374万 8千円 1万 6,276 円 7,193 円
都市計画税 2億 8,093万 5千円 1万 1,916 円 5,266 円
合計 73億 997万 円 31万 47円 13万 7,024 円

※世帯数 23,577 世帯、人口 53,348 人（令和６年３月 31日現在）

▪
市
債
現
在
高（
元
金
）

区分 令和６年
３月31日現在

増減
（令和５年９月末比）

一般会計債 155億 5,722万 1千円 △ 7億 9,153万 2千円
水道事業債 58億 1,811万 9千円 4億 780万 7千円
下水道事業債 136億 7,679万 4千円 5,876万 2千円

合計 350億 5,213万 4千円 △ 3億 2,496万 3千円

　
市
債
は
、
大
規
模
な
事
業

を
実
施
し
た
際
に
、
国
や
民

間
の
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借

り
入
れ
た
資
金
で
あ
り
、
公

債
費
と
し
て
支
出
し
返
済
し

て
い
ま
す
。
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保険料の
免除制度

保険料額
（月額）

老齢基礎年金に
どれくらい反映される？

全額免除 — ２分の１が反映

４分の３免除   4,250 円 ８分の５が反映

２分の１免除   8,490 円 ４分の３が反映

４分の１免除 12,740 円 ８分の７が反映

　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年度の所得などを
審査し、承認を受けることにより、その期間の全額また
は一部の納付が免除されます。

免除制度
承認期間 ７月から翌年６月まで

　20歳以上 50歳未満のかたで所得が少なく、本人と配
偶者の所得が一定の基準以下であれば、その期間の保険
料の納付を先延ばしにすることができます。

納付猶予制度
承認期間 ７月から翌年６月まで

　年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ、
水戸北年金事務所または市保険課保険・年金グループへ
提出してください。郵送で提出することもできます。

免除・納付猶予を申請するには
免除制度の種類

国民年金保険料
の納付が難しい
ときは

国民年金保険料の
免除・納付猶予制度をご利用ください

問 �保険課保険・年金Ｇ　☎ 029‐298‐1111

保険料の「追納」
をお勧めします

　国民年金保険料免除、納付猶予が承認された期間は、国民年金保険料を定額
で納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。これらの期
間の保険料は、10年以内であれば後から納めることができます。ただし、承
認された期間の翌年度から起算して 3年度目以降に保険料を追納する場合に
は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
　追納することで、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け
取ることができます。

　国民年金の月額保険料は、16,980 円（令和６年度）ですが、所得が少ないなどの理由で保険料を納付することが
困難な場合は、申請していただくことで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

学生を対象とした
「学生納付特例」の
令和６年度分の申
請は、４月から始
まっています！

　一部免除制度は、保険料の一部は免除
されますが、残りの保険料は納付が必要
です。保険料の一部を納付しなかった場

合、その期間の一部免除が無効（未納）となるため、将来
の老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。

注意事項

※�申請書は、日本年金機構ホームページで
取得できます。

※�失業が理由のときは、雇用保険被保険者
離職票または雇用保険受給資格者証の写
しが必要です。�

日本年金機構
ホームページ
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　台湾台南市と那珂市は、５月６日に台南市政府庁舎において、友好交流協定締結式を行いました。
　今後、台南市と協議をしながら、文化や教育、スポーツなどの幅広い分野での交流を進めていきます。

　台南市と那珂市の友好交流協定締結にあわせ、同日、台日文化友好交流
基金会事務所において、以前から親交のあった㈶台南市台日文化友好交
流基金会と那珂市国際交流協会は、国際姉妹会覚書を取り交わしました。
　今後も両市の幅広い分野における交流活動をサポートしていきます。

　台南市には、旧日本軍パイロットの
杉
すぎうら
浦茂

しげみね
峰兵曹長が「飛

ひ こ
虎将

しょうぐん
軍」として

祭られている、飛虎将軍廟
びょう
があります。

　杉浦兵曹長は、昭和19年、敵軍機との交戦で被
弾し墜落する最中も、集落を避けて養殖池方面へ操
縦し、その後亡くなられたとされています。集落の
人々は杉浦兵曹長を、自らの命と引き換えに戦火か
ら集落を守った恩人として「飛虎将軍」と呼び、尊崇
を集めました。
　市では、杉浦兵曹長の母が那珂市菅谷の出身で
あったことをきっかけとして、平成 27年度から市
民レベルでの交流を続けています。
　令和 5年 10月に先﨑市長と黃

こう
偉
いて つ
哲台南市長が面

会し、友好交流協定を締結することに合意しました。

交流・協定のきっかけ

人口　約186 万人（令和 6年 3月現在）
言語　�中国語が一般的。日常では、台湾語や客

は っ か ご
家語、

原住民の各言語も使われます。
気候　�台湾の北部は亜熱帯気候、南部は熱帯気候に属

しています。熱帯気候の台南市は、日本のよう
なはっきりとした四季はなく、雨季（5月〜8月）・
乾季（9月〜 4月）と区分されます。

農業　�農耕地面積は台湾一を誇り、パイナップルやアッ
プルマンゴーのほか、豊富な種類の農産物が生
産されています。

　台南市は、台湾で最も古
い都市として知られていま
す。国定古跡が台湾一の
22 か所あり、長い歴史や
伝統文化をまちのあちこち
で感じることができます。

台南市ってどんなところ？

国際姉妹会を締結

台湾台南市と友好交流
協定を締結しました
問 �市民協働課市民交流Ｇ　☎ 029‐298‐1111

台南市

台湾

６月 11日号5



6

相
談

お
し
ら
せ

コ
ー
ナ
ー

法
律
相
談

日
時
▼
８
月
20
日
㈫
午
後
１
時
～
５
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

相
談
方
法
▼
電
話
ま
た
は
面
談
（
申
込
時

に
お
選
び
く
だ
さ
い
）

相
談
員
▼
弁
護
士　

費
用
▼
無
料（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
７
月
２
日
㈫

※
同
じ
事
案
の
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�　
　
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

問
�申行

政
書
士
相
談

日
時
▼
８
月
21
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

相
談
内
容
▼
遺
言
、
相
続
や
契
約
、
許
認

可
申
請
な
ど
、
各
種
手
続
き
に
つ
い
て

相
談
員
▼
行
政
書
士

費
用
▼
無
料
（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
７
月
２
日
㈫

�申
問
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

こ
こ
ろ
の
相
談

日
時
▼
７
月
12
日
㈮
午
後
１
時
～
５
時

場
所
▼
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り

対
象
者
▼
市
内
在
住
で
、
心
配
や
悩
み
ご

と
を
抱
え
る
か
た
、
ま
た
は
そ
の
家
族

相
談
員
▼
精
神
科
医
師
、
市
精
神
保
健
福

祉
士　
費
用
▼
無
料　

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

　
　
健
康
推
進
課
健
康
増
進
Ｇ

（
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１

�申
問不

妊
専
門
相
談

面
接
相
談
（
完
全
個
別
・
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
可
）

日
時
▼

◦
第
１・４
日
曜
日　
午
後
２
時
～
５
時

◦
第
２・３
木
曜
日

　
午
後
５
時
30
分
～
８
時
30
分

場
所
▼
県
三
の
丸
庁
舎
１
階

（
水
戸
市
三
の
丸
１
‐
５
‐
38
）　

相
談
員
▼
不
妊
治
療
専
門
の
産
婦
人
科
・

泌
尿
器
科
医
師
、助
産
師
、カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

※
相
談
日
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

費
用
▼
無
料　

申
込
方
法
▼
電
話
（
要
予
約
）

※
平
日　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

電
話
相
談

日
時
▼
第
４
木
曜
日　
午
後
１
時
～
４
時

相
談
電
話
番
号
▼
（
予
約
不
要
）

☎
０
８
０
‐
１
０
４
４
‐
４
０
６
４

※
相
談
は
１
人
30
分
程
度

※
通
話
料
は
相
談
者
負
担

�申
問
茨
城
県
産
婦
人
科
医
会

☎
０
２
９
‐
２
４
１
‐
１
１
３
０

流
産
・
死
産
な
ど
を

経
験
さ
れ
た
か
た
の
相
談

面
接
相
談
（
完
全
個
別
）

期
日
▼
第
３
日
曜
日

時
間
▼
午
前
10
時
～
午
後
１
時

場
所
▼
県
三
の
丸
庁
舎

（
水
戸
市
三
の
丸
１
‐
５
‐
38
）　

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
▼
グ
リ
ー
フ
専
門
士

費
用
▼
無
料　

申
込
方
法
▼
電
話
（
要
予
約
）

電
話
相
談

日
時
▼
第
４
日
曜
日　
午
前
９
時
～
正
午

相
談
電
話
番
号
▼
（
予
約
不
要
）

☎
０
８
０
‐
１
０
４
４
‐
４
０
６
４

�申
問
茨
城
県
産
婦
人
科
医
会

☎
０
２
９
‐
２
４
１
‐
１
１
３
０

悩
み
や
不
安
、
ひ
と
り
で

抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
人
間
関
係
や
仕
事
、
家
族
、
こ
れ
か
ら

の
生
き
方
、
自
分
自
身
の
性
格
、
治
療
と

の
両
立
に
つ
い
て
な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で

も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る

茨
城
電
話
相
談
室

日
時
▼
土
曜
日　
午
後
１
時
～
５
時

※
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

費
用
▼
無
料
（
通
話
料
は
相
談
者
負
担
）

相
談
電
話
番
号
▼

☎
０
２
９
‐
２
１
２
‐
４
０
０
２

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る

茨
城
無
料
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ（
要
予
約
）

期
日
▼
７
月
14
日
、８
月
４
日
、９
月
８
日
、

10
月
13
日
、11
月
24
日
、12
月
８
日
、
令
和

７
年
１
月
５
日
、
２
月
16
日
、
３
月
16
日

※
す
べ
て
日
曜
日
・
月
１
回
開
催

時
間
▼
午
前
10
時
～
午
後
５
時

（
１
人
30
分
～
50
分
）

場
所
▼
ひ
た
ち
な
か
商
工
会
議
所
３
０
５

号
室（
ひ
た
ち
な
か
市
勝
田
中
央
14
‐
８
）

申
込
方
法
▼
電
話
（
☎
０
２
９
‐
２
７
１

‐
９
２
８
７
）

※
平
日　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
日
本
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会
東
関
東

支
部

☎
０
２
９
‐
３
５
３
‐
５
０
０
２
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く
ら
し

な
か
Ｌ
ｕ
ｃ
ｋｙ
Ｆ
Ｍ
公
園

屋
内
温
水
プ
ー
ル
利
用
休
止

利
用
休
止
期
間
▼
７
月
９
日
㈫
～
12
日
㈮

※
保
守
点
検
お
よ
び
水
張
り
替
え
作
業
の

た
め

問
ス
ポ
ー
ツ
推
進
室

☎
０
２
９
‐
２
９
７
‐
０
０
７
７

※
月
曜
日
休
園（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

個
人
住
民
税
の

定
額
減
税

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
令
和

６
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
令
和
６
年
度
分

の
個
人
住
民
税
に
お
い
て
定
額
減
税
が
行

わ
れ
ま
す
。

対
象
者
▼
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
８
０
５
万
円
以
下
で
、
個
人
住
民
税
所

得
割
額
が
課
税
さ
れ
る
か
た

定
額
減
税
額
▼
納
税
者
本
人
、
配
偶
者
含

む
扶
養
親
族
に
つ
き
１
万
円

※
国
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た
に
限
り
ま

す
。

※
控
除
対
象
配
偶
者
以
外
の
同
一
生
計
配

偶
者
の
か
た
が
い
る
場
合
は
、
令
和
７
年

度
分
の
個
人
住
民
税
に
お
い
て
１
万
円
の

定
額
減
税
が
行
わ
れ
ま
す
。

徴
収
方
法
▼

⃝
�

給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
（
給
与
所

得
者
の
か
た
）

　
令
和
６
年
６
月
分
は
徴
収
さ
れ
ず
、
定

額
減
税「
後
」の
税
額
が
令
和
６
年
７
月
分

～
令
和
７
年
５
月
分
の
11
か
月
で
な
ら
さ

れ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

⃝

普
通
徴
収（
事
業
所
得
者
な
ど
の
か
た
）

　
定
額
減
税「
前
」の
税
額
を
も
と
に
算
出

さ
れ
た
第
１
期
の
税
額
か
ら
減
税
分
が
控
除

さ
れ
、控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
、第
２
期
以

降
の
税
額
か
ら
、順
次
控
除
さ
れ
ま
す
。

⃝
�

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
特
別

徴
収
（
年
金
所
得
者
の
か
た
）

　
定
額
減
税「
前
」の
税
額
を
も
と
に
算
出

さ
れ
た
令
和
６
年
10
月
分
の
特
別
徴
収
税

額
か
ら
減
税
分
が
控
除
さ
れ
、
控
除
し
き

れ
な
い
場
合
は
、
令
和
６
年
12
月
分
以
降

の
特
別
徴
収
税
額
か
ら
、
順
次
控
除
さ
れ

ま
す
。

※
減
税
額
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書
の

課
税
明
細（
欄
外
）ま
た
は
特
別
徴
収
税
額

通
知
書
の
摘
要
欄
に
記
載
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
税
の
定
額
減
税
の
詳
細
は
、国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
定
額
減
税
特

設
サ
イ
ト
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

定
額
減
税
補
足
給
付

（
調
整
給
付
）

対
象
者
▼
定
額
減
税（
可
能
）額
が
、
定
額

減
税
を
行
う
前
の
所
得
税
額
・
個
人
住
民

税
所
得
割
額
を
上
回
っ
て
お
り
、
減
税
し

き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
か
た

定
額
減
税（
可
能
）額
▼

⃝
所
得
税　
３
万
円
×
減
税
対
象
人
数

⃝
�

個
人
住
民
税
所
得
割　
１
万
円
×
減
税

対
象
人
数

減
税
対
象
人
数
▼
納
税
者
本
人
＋
同
一
生

計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満
扶
養

親
族
含
む
）

※
国
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た
に
限
り
ま

す
。

給
付
額
▼
①
＋
②
の
合
算
額
（
１
万
円
単

位
で
切
り
上
げ
）

①�

所
得
税
分　
定
額
減
税（
可
能
）額
か
ら

令
和
６
年
推
計
所
得
税
額
を
差
し
引

い
た
額

②�

個
人
住
民
税
所
得
割
分　
定
額
減
税

（
可
能
）額
か
ら
令
和
６
年
度
個
人
住

民
税
所
得
割
額
を
差
し
引
い
た
額

支
給
方
法
▼

⃝

公
金
受
取
口
座
の
登
録
が
あ
る
か
た

　
公
金
受
取
口
座
に
支
給
（
手
続
不
要
）

　

�

※
７
月
以
降
に
お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す
。

⃝

公
金
受
取
口
座
が
未
登
録
の
か
た

　
手
続
き
後
、
指
定
の
口
座
に
支
給

　
※�

７
月
以
降
に
確
認
書
を
発
送
し
ま
す
。

※
公
金
受
取
口
座
と
は
、
給
付
金
な
ど
の

受
け
取
り
の
た
め
の
口
座
と
し
て
、国（
デ

ジ
タ
ル
庁
）に
任
意
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と

と
も
に
登
録
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で

す
。登
録
し
た
公
金
受
取
口
座
の
情
報
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

支
給
時
期
▼
８
月
以
降

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

�申
問
市
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
‐
２
１
２
‐
５
８
５
８

※
６
月
17
日
㈪
～
10
月
31
日
㈭

　
（
平
日　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

農
地
を
所
有
し
て
い
る
か
た
へ

農
地
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

　
農
地（
田
・
畑
）は
、
耕
作
や
保
全
管
理

を
せ
ず
に
放
置
す
る
と
、
農
地
と
し
て
の

復
旧
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
遊
休
農
地（
耕
作
放
棄
地
）は
、
農
地
の

利
用
集
積
に
支
障
を
来
す
だ
け
で
な
く
、

病
害
虫
の
発
生
を
助
長
し
、有
害
鳥
獣
の

隠
れ
場
所
に
な
る
な
ど
、
近
隣
の
住
民
や

農
地
に
多
大
な
迷
惑
が
か
か
り
ま
す
。
ま

た
、
不
法
投
棄
の
さ
れ
や

す
い
場
所
や
火
災
発
生
の

原
因
に
な
る
な
ど
、
生
活

環
境
へ
の
悪
影
響
も
考
え

ら
れ
ま
す
の
で
、
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１



8

催
し

公
の
施
設
の
広
域
利
用
促
進

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

期
間
▼
７
月
１
日
㈪
～
令
和
７
年
１
月
31

日
㈮

対
象
施
設
▼
県
央
地
域
※
に
あ
る
体
育
施

設
、
図
書
館
な
ど
の
公
の
施
設

※
水
戸
市
、
笠
間
市
、
ひ
た
ち
な
か
市
、

那
珂
市
、
小
美
玉
市
、
茨
城
町
、
大
洗
町
、

城
里
町
、
東
海
村
の
９
市
町
村

対
象
者
▼
県
央
地
域
に
在
住
の
か
た

内
容
▼
応
募
用
紙
に
異
な
る
４
つ
の
市
町

村
の
ス
タ
ン
プ
を
押
印
し
て
応
募
す
る

と
、
抽
選
で
県
央
地
域
の
特
産
品
い
ず
れ

か
一
つ
が
９
人
に
当
た
り
ま
す
。

※
応
募
は
一
人
１
回

そ
の
他
▼
県
央
地
域
在
住
の
か
た
は
、
県

央
地
域
の
公
の
施
設
を
住
民
の
か
た
と
同

じ
条
件
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

施
設
の
利
用
方
法・料
金
な
ど
、
詳
細
は
、

各
市
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
い
ば
ら
き
県
央
地
域
ガ
イ
ド

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
水
戸
市
政
策
企
画
課
（
事
務
局
）

☎
０
２
９
‐
２
３
２
‐
９
１
０
６

那
珂
市
政
策
企
画
課
政
策
企
画
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

問

注
意
！
あ
な
た
の
土
地
が

狙
わ
れ
て
い
ま
す

　
「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て
貸
し
て

ほ
し
い
」「
良
い
土
で
土
地
を
埋
め
立
て

て
あ
げ
ま
す
」
な
ど
の
話
に
安
易
に
同
意

し
た
結
果
、
大
切
な
土
地
に
廃
棄
物
を
不

法
投
棄
さ
れ
た
り
、
無
許
可
で
建
設
残
土

な
ど
を
埋
め
立
て
ら
れ
た
り
す
る
事
案
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の
負
担

は
、行
為
者
だ
け
で
な
く
、被
害
者
で
あ
る

土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
、
不
適
正
な
残
土
埋
め
立
て

は
重
大
な
犯
罪
で
す
。
発
見
し
た
場
合

は
、
た
だ
ち
に
不
法
投
棄
１
１
０
番
（
☎

０
１
２
０
‐
５
３
６
‐
３
８
０
）
ま
た
は

那
珂
警
察
署
（
☎
０
２
９
‐
３
５
２
‐

０
１
１
０
）ま
で
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
県
廃
棄
物
規
制
課

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
０
３
５

問
市
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

合
理
的
配
慮
の

提
供
を
支
援
し
ま
す

対
象
者
▼

⃝

市
内
で
飲
食
、物
販
、医
療
な
ど
不
特
定

多
数
の
人
の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
事
業
者

⃝

市
内
の
自
治
会

助
成
対
象（
限
度
額
）▼
障
が
い
の
あ
る
か

た
に
対
し
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を

提
供
す
る
た
め
の
次
の
費
用

⃝

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
作
成
費

　
（
限
度
額　
１
万
円
）

⃝

物
品
購
入
費
（
限
度
額　
５
万
円
）

⃝

工
事
施
工
費
（
限
度
額　
10
万
円
）

申
請
期
間
▼
７
月
２
日
㈫
～
令
和
７
年
１

月
31
日
㈮

※
申
請
後
、内
容
を
審
査
し
助
成
し
ま
す
。

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
申
請
多
数
の
場
合
、
期
間
内
で
あ
っ
て

も
申
請
を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
社
会
福
祉
課
障
が
い
者
支
援
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

令
和
６
年
度
労
働
保
険

年
度
更
新
の
申
告・

納
付
期
間

申
告
・
納
付
期
限
▼
７
月
10
日
㈬

そ
の
他
▼

⃝

労
災
保
険
率
が
令
和
６
年
４
月
１
日
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

⃝

電
子
申
請
に
よ
る
申
告
書
の
作
成
・
提

出
が
で
き
ま
す
。

⃝

労
働
保
険
料
の
納
付
は
、口
座
振
替
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。保
険
料
の
引
き
落
と

し
に
最
大
約
２
か
月
ゆ
と
り
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
茨
城
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
３

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
予
防
接
種
の
費
用
助
成

対
象
者
▼
市
の
助
成
を
利
用
し
て
高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

◦
満
65
歳
以
上
の
か
た

◦
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手

帳
内
部
疾
患
１
級
に
該
当
す
る
か
た

助
成
額
▼
４
千
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
全
額
助
成
し
ま

す
。接
種
前
に
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
、

電
子
申
請
（
い
ば
ら
き
電
子
申

請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
利
用
）

※
満
65
歳
に
な
る
か
た
に
は
、
65
歳
の
誕

生
月
に
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
申
し
込

み
は
不
要
で
す
。
そ
の
他
の
か
た
は
必
ず

接
種
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�申
問
健
康
推
進
課
母
子
保
健
Ｇ

（
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１
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Ｇ…グループ 　問…問い合わせ　　…申し込み・申請・応募・届出　  …メール�申

ひ
と
り
親
家
庭
の
母・

父
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン

講
習
会（
中
級
）

期
日
▼
８
月
10
日
～
10
月
12
日
の
土
曜
日

（
全
10
回
）

時
間
▼
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

（
受
付
開
始　
午
前
８
時
50
分
）

場
所
▼
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

対
象
者
▼
全
日
程
出
席
可

能
で
、
パ
ソ
コ
ン
操
作

（
ワ
ー
ド
で
文
書
作
成・エ

ク
セ
ル
で
表
作
成
）が
で

き
る
か
た

※
パ
ソ
コ
ン
は
連
合
会
で

用
意
し
ま
す
。

定
員
▼
15
人（
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

受
講
費
▼
４
６
２
０
円

※
条
件
を
満
た
す
か
た
は
、
交
通
費
の
一

部
支
給
が
あ
り
ま
す
。

※
２
歳
～
小
学
生
の
託
児
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
ま
す
。（
要
事
前
登
録
）

申
込
方
法
▼
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

※
申
込
用
紙
は
、
市
こ
ど
も
課
ま
た
は
当

連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま

す
。

申
込
期
限
▼
７
月
５
日
㈮
（
必
着
）

�申
問
（福）
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
４
９
７

FAX
０
２
９
‐
２
２
１
‐
８
６
１
８

〒
３
１
０
‐
０
０
６
５

水
戸
市
八
幡
町
11
‐
52

ひ
ぬ
ま
あ
じ
さ
い

ま
つ
り

　
「
七
夕
」を
テ
ー
マ
に
、約
30
種
１
万
株

の
あ
じ
さ
い
と
風
鈴
が
皆
さ
ん
を
お
出
迎

え
し
ま
す
。

期
間
▼
６
月
15
日
㈯
～
７
月
15
日
㈪

イ
ベ
ン
ト
　
７
月
７
日
㈰
午
前
10
時
～

午
後
４
時

場
所
▼
涸
沼
自
然
公
園
（
茨
城
町
中
石
崎

２
２
６
３
）

問
茨
城
町
商
工
観
光
課
（
茨
城
町
観
光
協

会
事
務
局
）

☎
０
２
９
‐
２
４
０
‐
７
１
２
４

市
文
化
協
会
百
趣
部
会

親
子
で
学
ぶ
き
も
の
の

着
方
と
マ
ナ
ー
教
室

　
き
も
の
の
着
方
と
マ
ナ
ー（
礼
儀
作
法
）

や
年
中
行
事
な
ど
の
日
本
の
伝
統
文
化
に

つ
い
て
楽
し
く
学
び
ま
す
。

期
日
▼
７
月
27
日
、
８
月
３
日
・
17
日
・

31
日
、
９
月
７
日
・
21
日
、
10
月
５
日
・

19
日
（
す
べ
て
土
曜
日
・
全
８
回
）

時
間
▼
午
前
10
時
～
11
時
45
分

場
所
▼
市
中
央
公
民
館
和
室
１

対
象
者
▼
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

※
お
子
さ
ん
だ
け
の
参
加
も
可
能
で
す
。

受
講
費
▼
１
人
５
０
０
円
（
教
材
費
・
菓

子
代
を
含
む
）

持
ち
物
▼
ゆ
か
た
、半
巾
帯
、腰
紐（
３
本
）、

タ
オ
ル（
２
枚
）

※
ゆ
か
た
セ
ッ
ト
の
貸
出
し
が
あ
り
ま
す

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
１
人
千
円
を
初
回
に

徴
収
）。

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
期
限
▼
７
月
21
日
㈰

�申
問
市
文
化
協
会
百
趣
部
会
・
装
道

大
畠
☎・FAX
０
２
９
‐
２
９
５
‐
１
２
１
６
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募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

一
般
事
務
補
助
（
育
休
代
替
職
員
）

勤
務
内
容
▼
子
育
て
支
援
事
務

勤
務
地
▼
市
役
所（
本
庁
）こ
ど
も
課

勤
務
形
態
▼
週
５
日　
午
前
９
時
～
午
後

５
時
（
７
時
間
）

休
憩
時
間
▼
正
午
～
午
後
１
時（
１
時
間
）

休
日
▼
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

給
料
▼
月
額
15
万
８
０
５
円（
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
、社
会
保
険
、雇
用
保
険
あ
り
）

任
期
▼
８
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

資
格
▼
パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）

が
で
き
る
か
た
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許

（
Ａ
Ｔ
限
定
可
）　
募
集
人
数
▼
１
人

提
出
書
類
▼
履
歴
書（
市
販
の
も
の
で
可
。

3
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼
付
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、
郵
送

申
込
期
限
▼
７
月
19
日
㈮
（
必
着
）

�申
問
総
務
課
職
員
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

〒
３
１
１
‐
０
１
９
２

福
田
１
８
１
９
‐
５

「
那
珂
市
わ
が
街NAV

I

」

広
告
掲
載
事
業
者
募
集

　
暮
ら
し
に
役
立
つ
行
政
情
報
と
地
域
情

報（
事
業
所
な
ど
の
Ｐ
Ｒ
）の
発
信
ツ
ー
ル

と
し
て
、㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
の
官
民
協
働

事
業
で
市
役
所（
本
庁
）１

階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
デ
ジ

タ
ル
案
内
板
を
共
同
設
置

し
て
い
ま
す
。広
告
の
掲

載
に
つ
い
て
、詳
細
は
、募

集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

募
集
期
限
▼
10
月
31
日
㈭

※
枠
が
な
く
な
り
次
第
終
了

※
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
筐き

ょ
う
　体

の
ラ
ッ

ク
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

広
告
掲
載
に
関
す
る
こ
と

�申
問
㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
水
戸
支
店

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
３
０
７
０

s-m
ito@

scinex.co.jp

「
那
珂
市
わ
が
街N

AV
I

」に
関
す
る
こ
と

問
行
財
政
改
革
推
進
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

う
ま
い
も
ん
づ
く
り
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
参
加
店
募
集

　
那
珂
市
産
農
畜
産
物
を
用
い
た
産
品
開

発
を
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。意
見
交
換

な
ど
も
行
い
な
が
ら
、将
来
的
に
各
店
舗
や

直
売
所
な
ど
で
の
販
売
を
目
指
し
ま
す
。

対
象
▼
開
発
し
た
産
品
の
販
路
拡
大
に
意

欲
の
あ
る
、
飲
食
店
や
菓
子
製
造
事
業
者

な
ど

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
農
政
課
農
業
振
興
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

親
と
子
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

対
象
者
▼
健
康
な
歯
を
お
持
ち
の
、
満
３

歳
～
６
歳
の
未
就
学
児
と
そ
の
親

※
本
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴
の
あ
る
か
た

の
再
応
募
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
喫
煙
習
慣
の
あ
る
か
た
は
対
象
外

申
込
方
法
▼
郵
送（
は
が
き
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ

※
親
子
の
氏
名（
ふ
り
が
な
）、生
年
月
日
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
か
か
り

つ
け
ま
た
は
最
寄
り
の
歯
科
医
院
名
と
電

話
番
号
を
明
記

※
申
込
者
に
は
口
腔く

う
診
査
票
を
送
り
ま
す

の
で
、
茨
城
県
歯
科
医
師
会
会
員
の
歯
科

医
院
で
８
月
２
日
㈮
ま
で
に
口
腔
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

※
歯
科
医
院
の
診
査
の
際
、
親
子
の
顔
写

真（
前
歯
が
見
え
て
い
る
笑
顔
の
写
真
）を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
▼
７
月
19
日
㈮
（
必
着
）

�申
問
茨
城
県
歯
科
医
師
会
８
０
２
０
事
業
係

☎
０
２
９
‐
２
５
２
‐
２
５
６
１

FAX
０
２
９
‐
２
５
３
‐
１
０
７
５

〒
３
１
０
‐
０
９
１
１

水
戸
市
見
和
２
‐
２
９
２
‐
１

８
０
２
０
高
齢
者
よ
い
歯
の

コ
ン
ク
ー
ル

対
象
者
▼
昭
和
19
年
３
月
31
日
以
前
の
生

ま
れ
で
、
ご
自
分
の
歯
を
20
本
以
上
保
っ

て
い
る
か
た
（
治
療
し
て
い
て
も
可
）

※
本
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴
の
あ
る
か
た

の
再
応
募
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法
▼
郵
送（
は
が
き
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ

※
郵
便
番
号
、住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）、

性
別
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
か
か
り

つ
け
ま
た
は
最
寄
り
の
歯
科
医
院
名
と
電

話
番
号
を
明
記

※
申
込
者
に
は
口
腔く

う
診
査
票
を
送
り
ま
す

の
で
、
茨
城
県
歯
科
医
師
会
会
員
の
歯
科

医
院
で
８
月
２
日
㈮
ま
で
に
口
腔
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

※
歯
科
医
院
の
検
診
の
際
に
、
笑
顔
の
写

真
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
▼
７
月
19
日
㈮
（
必
着
）

�申
問
茨
城
県
歯
科
医
師
会
８
０
２
０
事
業
係

☎
０
２
９
‐
２
５
２
‐
２
５
６
１

FAX
０
２
９
‐
２
５
３
‐
１
０
７
５

〒
３
１
０
‐
０
９
１
１

水
戸
市
見
和
２
‐
２
９
２
‐
１
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市役所　日曜開庁・木曜窓口延長
【日曜開庁】
時間／ 8：30～12：00、13：00～17：15
業務／住民票の写しの交付など
問市民課戸籍・窓口G　 ☎ 029‐298‐1111
【木曜窓口延長】
時間／ 17：15～ 19：30
対応課／�市民課、税務課、収納課、
	 介護長寿課、社会福祉課、
	 保険課、こども課

７月の休日当番医

茨城子ども
救急電話相談

＃ 8000
050‐5445‐2856

茨城おとな
救急電話相談

＃ 7119
050‐5445‐2856

救急電話相談（24時間 365日）

日 医療機関名 電話番号

７ 塙内科消化器科 029‐
295‐2110

14 あいざわ循環器内科クリニック
029‐
229‐1230

15 那珂クリニック 029‐
295‐9800

21 小豆畑病院 029‐
295‐2611

28 なかの杜セントラルクリニック
029‐
229‐2391

▶那珂キッズクリニック小児科（小児科）
　７・21日						     ☎ 029‐212‐5630

▶時間　9：00～ 11：30
※必ず受診前に電話でご確認ください。

茨城県救急医療情報システム
すぐに受診可能な医療機関の
情報を検索できます。

	「社会を明るくする運動」強調月間（7/1 ～ 7/31）

ヨ
ー
ガ
ゆ
ほ
び
か
受
講
生
募
集

期
日
▼
第
１
～
４
木
曜
日　
時
間
▼
午
後

２
時
～
４
時
（
７
月
か
ら
）　

場
所
▼
市

中
央
公
民
館　
講
師
▼
渡
辺
鏡
子
氏

受
講
費
▼
７
５
０
０
円（
３
か
月
先
払
い
）

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
限
▼
７
月
３
日
㈬

※
静
の
動
き
の
た
め
、
お
子
さ
ん
連
れ
で

の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�申
問
ヨ
ー
ガ
ゆ
ほ
び
か　

生
畑
目
☎
０
９
０‐２
４
５
９‐４
３
８
３

※
午
後
２
時
～
６
時

放
送
大
学
10
月
入
学
生
募
集

　
放
送
大
学
は
、テ
レ
ビ・イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

働
き
な
が
ら
大
学
を
卒
業
し
た
い
、
学
び

を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的

で
幅
広
い
世
代
の
か
た
が
学
ん
で
い
ま

す
。
詳
し
い
資
料
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
学
生
の
種
類
▼

教
養
学
部

⃝

科
目
履
修
生
（
６
か
月
在
学
）

⃝

選
科
履
修
生
（
１
年
間
在
学
）

⃝
全
科
履
修
生
（�

４
年
以
上
在
学
し
、
卒

業
を
目
指
す
）

大
学
院

⃝

修
士
科
目
生
（
６
か
月
在
学
）

⃝

修
士
選
科
生
（
１
年
間
在
学
）

出
願
期
間
▼

⃝

第
１
回　
６
月
10
日
㈪
～
８
月
31
日
㈯

⃝

第
２
回　
９
月
１
日
㈰
～
12
日
㈭

問
放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
‐
２
２
８
‐
０
６
８
３

菅
谷
保
育
所

「
世
代
間
交
流
」会
員
募
集

活
動
期
間
▼
７
月
９
日
㈫
～
令
和
７
年
３

月
３
日
㈪
（
年
７
回
）

時
間
▼
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
▼
菅
谷
保
育
所

対
象
者
▼
年
間
を
通
し
て
３
回
程
度
参
加

が
可
能
な
か
た
（
年
齢
制
限
な
し
）

内
容
▼
ふ
れ
あ
い
遊
び
な
ど　

募
集
人
数
▼
10
人

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
限
▼
７
月
４
日
㈭

�申
問
菅
谷
保
育
所

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
４
４
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令
和
７
年
４
月
１
日
採
用

令
和
６
年
度

市
職
員
採
用
試
験

試
験
日
・
試
験
会
場
▼

消
防
以
外　
❶
～
❼

⃝

第
１
次
試
験

・
筆
記
方
式　
９
月
22
日
㈰

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

　
（
菅
谷
２
９
５
５
‐
１
）

・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式

　
９
月
１
日
㈰
～
22
日
㈰

　

�

全
国
の
Ｓ
Ｐ
Ｉ
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が

整
備
さ
れ
て
い
る
自
宅
な
ど

⃝

第
２
次
試
験　
10
月
下
旬

　

�

市
役
所（
本
庁
）ま
た
は
市
中
央
公

民
館

⃝

第
３
次
試
験　
11
月
中
旬

　
市
役
所（
本
庁
）

消
防　
❽

⃝

第
１
次
試
験

・
試
験
Ⅰ　
９
月
22
日
㈰

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

　
（
菅
谷
２
９
５
５
‐
１
）

・
試
験
Ⅱ　
９
月
25
日
㈬

　
（
予
備
日　
９
月
26
日
㈭
）

　

�

市
消
防
本
部
、
笠
松
運
動
公
園
ヘ

ル
ス
ロ
ー
ド
Ｃ
コ
ー
ス
（
ひ
た
ち

な
か
市
佐
和
２
１
９
７
‐
28
）

⃝

第
２
次
試
験　
11
月
中
旬

　
市
役
所（
本
庁
）、
市
消
防
本
部

※
第
１
次
試
験
合
格
者
の
発
表
は
、
市
役

所（
本
庁・瓜
連
支
所
）前
に
掲
示
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に

通
知
し
ま
す
。

試
験
内
容
▼

消
防
以
外　
❶
～
❼

⃝

第
１
次
試
験

　
筆
記
方
式
ま
た
は
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式
か
ら

選
択

※
保
健
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
社
会
福

祉
士
、
管
理
栄
養
士
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式

は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
筆
記
方
式

・
筆
記
試
験
（
事
務
Ａ
・
Ｂ
）

　

�

※
民
間
企
業
志
望
者
も
受
験
し
や
す
い

試
験
内
容
で
す
。

・
基
礎
試
験
（
土
木
Ａ・Ｂ
、建
築
Ａ・Ｂ
）

・�

専
門
試
験
（
保
健
師
Ａ・Ｂ
、精
神
保
健

福
祉
士
、社
会
福
祉
士
、管
理
栄
養
士
）

・
事
務
適
性
検
査（
事
務
Ａ・Ｂ
、特
別
選
抜
）

・
適
応
性
検
査
（
共
通
）

○
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式

・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
‐
Ｕ（
事
務
Ａ・土
木
Ａ・建
築
Ａ
）

・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
‐
Ｈ（
事
務
Ｂ・土
木
Ｂ・建
築
Ｂ
）

⃝

第
２
次
試
験

　
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み

・
集
団
討
論
（
事
務
Ａ・Ｂ
、
特
別
選
抜
）

・
個
人
面
接
（
共
通
）

⃝

第
３
次
試
験

　
第
２
次
試
験
合
格
者
の
み

・
個
人
面
接
（
共
通
）

・
身
体
検
査
、
資
格
調
査
（
共
通
）

消
防　
❽

⃝

第
１
次
試
験

・
試
験
Ⅰ　

�

教
養
試
験
、消
防
適
性
検
査
、

作
文

・
試
験
Ⅱ　
体
力
試
験

⃝

第
２
次
試
験

　
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み

・
口
述
試
験
、
身
体
検
査

申
込
方
法
▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
い
ば
ら

き
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
利
用
）

申
込
期
間
▼
７
月
８
日
㈪
～
８
月
16
日
㈮

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

�申
問
総
務
課
職
員
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

問
市
消
防
本
部
総
務
課

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
２
１
１
３

申
し
込
み
の
注
意
事
項

⃝

申
し
込
み
は
、
１
つ
の
職
種
・

試
験
区
分
に
限
り
ま
す
。

⃝

採
用
予
定
人
数
は
、
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⃝
受
験
資
格
Ａ
に
該
当
す
る
か
た
は
、

受
験
資
格
Ｂ
で
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⃝
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
か
た
は

受
験
で
き
ま
せ
ん
。詳
細
は
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
職
員
採
用

説
明
会

日
時
▼
７
月
７
日
㈰
午
後
２
時
30
分

～
４
時
30
分（
受
付
開
始�

午
後
２
時
）

場
所
▼

消
防
以
外　
❶
～
❼

　

市
中
央
公
民
館
集
会
ホ
ー
ル

消
防　
❽　
市
消
防
本
部

内
容
▼
市
の
概
要・勤
務
条
件・採
用

試
験
に
つ
い
て
の
説
明
、
個
別
相
談

申
込
方
法
▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
い

ば
ら
き
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス

利
用
）

申
込
期
限
▼
７
月
２
日
㈫
午
後
５
時

15
分

※
本
説
明
会
へ
の
参
加
の
有
無
が
合

否
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。



６月 11日号13

❶事務
一般行政事務
10人程度

Ａ 平成６年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

Ｂ 平成10年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた、学校教育法による短期
大学（専門学校を含む）、高校を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

特別
選抜

次のすべてに該当するかた
⃝�平成10年４月２日以降に生まれた、学校教育法による大学（短期大学を除く）、
大学院を卒業または令和７年３月卒業（修了）見込みのかた
⃝�地域活動やボランティア活動などで顕著な実績・成果を収め、大学または大学院
から推薦を受けたかた
※地域活動やボランティア活動などの詳細は、市ホームページをご覧ください。

❷土木
土木に関する業務

１人程度

Ａ 平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

Ｂ 平成元年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた、学校教育法による短期
大学（専門学校を含む）、高校を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

❸建築
建築に関する業務

１人程度

Ａ 平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

Ｂ 平成元年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた、学校教育法による短期
大学（専門学校を含む）、高校を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

❹保健師
保健師業務
１人程度

Ａ 平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

Ｂ 平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による短期
大学（専門学校を含む）、高校を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

ＡＢ共通資格▶�保健師資格を有するかた、または令和６年度中に取得見込みのかた

❺精神保健福祉士
精神保健福祉に関する業務

１人

-

次のすべてに該当するかた
⃝�平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による
大学（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

⃝精神保健福祉士の資格を有するかた、または令和６年度中に取得見込みのかた

❻社会福祉士
社会福祉に関する業務

１人

-

次のすべてに該当するかた
⃝�平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による
大学（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

⃝社会福祉士の資格を有するかた、または令和６年度中に取得見込みのかた

❼管理栄養士
栄養指導などに関する業務

１人

-

次のすべてに該当するかた
⃝�平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による
大学（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

⃝管理栄養士の資格を有するかた、または令和６年度中に取得見込みのかた

❽消防
消防業務
若干名

Ａ 平成12年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

Ｂ 平成12年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた、学校教育法による短期
大学（専門学校を含む）、高校を卒業または令和７年３月卒業見込みのかた

ＡＢ共通資格▶⃝任命された場合、市内または隣接市町村に居住できるかた
　　　　　　　⃝�視力は矯正視力を含み両眼で 0.7 以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上

であり、赤色、青色、黄色の色彩の識別ができるかた
　　　　　　　⃝聴力が左右とも正常範囲であるかた
　　　　　　　⃝心身ともに健康で、職務遂行に必要な体格、体力を有するかた

区分・採用予定人数 資格



　誰もが突然、犯罪に巻き込まれる恐れがあります。被害者やそのご家族となった場合には、
心身や財産などの直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や誹謗中傷といった二次被害に
苦しめられ、以前の生活を取り戻せないようなケースも発生しています。
　市では、犯罪被害者とそのご家族を支え、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため
「犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

主な支援

※平日　午前 8時 30分～午後 5時 15分

※平日　午前 10時～午後４時
※土・日曜日、祝日は留守番電話対応

防災課

☎ 029‐298‐1111

いばらき被害者支援センター

☎ 029‐232‐2736

電話相談

対象　犯罪行為により死亡したかた※１の遺族

対象　犯罪行為により重傷病を負ったかた※1

※１…�犯罪行為発生時、市に住所を有していたかた
※�支給にはその他要件があります。詳細は、お問い
合わせください。

30万円

10万円

遺族見舞金

重傷病見舞金

　犯罪被害者などが受けた被害による経
済的負担の軽減を図るため、見舞金の支
給などの必要な支援を行う

経済的負担の軽減

見舞金の支給

犯罪被害者等支援条例
を制定しました 問防災課防災Ｇ　☎ 029‐298‐1111

　犯罪被害者などが直面するさまざまな
問題に応じ、必要な情報の提供および助
言を行うとともに、関係機関などの連絡
調整を行う

相談、情報の提供

　犯罪被害者などの支援を実施するため
の総合窓口を防災課に設置

支援窓口設置
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情報掲示板 ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮまちの動き

●火災・救急件数【４月分】
　火災▶	 2 件（	 13 件）
　救急▶	 191 件（	 890 件）
※（　）は本年累計
問市消防本部　☎ 029‐295‐2111

●人口【５月１日現在】
　人口▶ 53,316 人	 （－	 32）
　　男▶ 26,215 人	 （－	 16）
　　女▶ 27,101 人	 （－	 16）
世帯数▶ 23,605 世帯	（＋	 28）
※（　）内は前月比　

今号の表紙

　今号の表紙は、６月６日に供
用開始したふれあいセンターす
がやの写真です。那珂市に新た
な活動拠点が誕生しました。

●交通事故件数【４月末現在】
　人身事故▶	37 件
　負 傷 者▶	46 人
　死 	 者▶	 0 人

問那珂警察署　☎ 029‐352‐0110
※交通事故・犯罪ともに本年累計

●犯罪件数【４月末現在】
　刑法犯認知件数▶	 94 件
　　　住宅侵入窃盗▶	 1 件
　　　自 動 車 盗▶	 1 件
　　　車上ねらい▶	 5 件
　　　自 転 車 盗▶	 6 件 問政策企画課地方創生G　☎ 029‐298‐1111

	過去の寄付企業に
ついてはこちら▶

　日榮産業㈱から、企業版ふるさと納税を活用した寄付を頂き、ご支援に対し
て感謝の意を表するため感謝状を贈りました。
　頂いた寄付金は、「農業で稼ぐ」いぃ那珂プロジェクトおよび
みんなの笑顔を育てようプロジェクトに活用していきます。

企業版ふるさと納税による寄付

問シティプロモーション推進室
� ☎ 029‐298‐1111

　市ホームページを利用する皆さん
の利便性をさらに向上させるため、
４月 26日に全面リニューアルを行
いました。
　フォントは、多くのかたが利用し
やすいように「ユニバーサルデザイ
ンフォント」を採用しました。
　今後も「読みやすく」「分かりや
すく」「便利な」ホームページを目
指し、努めていきます。

市ホームページリニューアル

茨城ロボッツ表敬訪問

　５月９日、那珂市とマザータウン協定
を結ぶ茨城ロボッツの西村大介代表取締
役社長（写真右）と大庭圭太郎選手（背番
号18・写真左）が、2023‐24シーズン終
了の報告のため、先﨑市長を表敬訪問し
ました。
　来シーズンへの抱負や 2026‐27 シー
ズンから始まる新 B１に向けての取り
組みについてお話いただきました。

問スポーツ推進室　☎ 029‐297‐0077

６月 11日号15

広告掲載のお申し込みは、行財政改革推進室まで。　※広告の内容は、市が保証や推奨をするものではありません。



木崎学童保育所
が開所

「国民文化祭」・ひまわりフェス
ティバル 2008 が開催

▲平成20年11月２日・３日

木崎小学校隣接地に木崎学童保育所が開所
され、市内 11 小学校区すべてに学童保育
所が設置されました。

11 月の開催に合わせて咲かせた珍しいひま
わりを求めて、県内外から大勢の観光客が
訪れました。

▲平成20年３月23日

那珂市が誕生してから20年間に起きた出来事を振り返ります ５５５５５市制20周年を振り返る

●　●　●　●　●　●　●
●　●

元 気 な 顔 ‼

GE

NKINAKA OH!!

お子さんの写真を広報なかに掲載してみませんか？
ご応募お待ちしています。

【応募内容】　市内にお住まいの未就学のお子さんの写真
【応募方法】　 市ホームぺージ内の申し込みフォームから、

お気に入りの一枚を送付してください。

応募はこちらから

齋藤 恋
れん
さん 高木 芯

し ん の す け
之介さん齋藤 叶

かの
さん
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